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はじめに

第二次世界大戦に敗れた日本は、同じく
敗戦国であるドイツと同様、連合軍によっ
て占領された。連合軍による日本占領の
目的の一つは、日本を非軍事化すること
であった。実際に日本の帝国陸海軍は解
体され、日本は武装解除された。こうし
た方針の下、占領軍の命令で、新たな憲
法がつくられた。新憲法は1946年11月3
日に公布され、1947年5月3日に施行され
た。そしてその第9条で次のように規定
した。

第9条　日本国民は、正義と秩序
を基調とする国際平和を誠実に
希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使
は、国際紛争を解決する手段と
しては、永久にこれを放棄する。

2　前項の目的を達するため、陸
海空軍その他の戦力は、これを
保持しない。国の交戦権は、こ
れを認めない。

憲法第9条が放棄している「戦争」とは、
侵略戦争のことである。このことは国際
法に照らして特異なことではない。同条
の特色は、むしろ第2項の「陸海空軍その
他の戦力は、これを保持しない」という

「戦力不保持」規定にあるといえる。

この条文の存在により、日本は自衛権を
行使できないとか、一切の防衛力を保持
できないといった極論さえまかり通った。
だが、そうした極論が現実的であるはず
はなく、激しい論争を経て、日本政府は
1950年代半ばまでに、憲法第9条の下で
も、一定の制約下では自衛権を行使でき

るし、防衛力も保持できる、といった立
場をとるようになった。現在の自衛隊が
創設されたのは1954年7月1日である。

2022年2月24日から始まったロシアによ
るウクライナ侵略や、近年懸念されてい
る中国による台湾侵攻のリスクは、日本
人の安全保障観に大きな影響を与えてい
る。『朝日新聞』による日本の有権者を対
象とした2022年4月の世論調査では、「日
本は防衛力をもっと強化すべきだ」との
回答が初めて6割を超えた。同年12月16
日におこなわれた「国家安全保障戦略」「国
家防衛戦略」「防衛力整備計画」という安
全保障の基本方針に関する三文書の改定
をめぐっては、これまで対 GDP 比1% 程
度であった防衛予算を2% 程度まで増額
することや、相手国の日本に対するミサ
イル発射拠点などを叩く「反撃能力」の
保持などが焦点となっている。

一方、今日にいたるまで、第9条を含め、
戦後の憲法は一度も改正されていない。
憲法改正には、衆議院と参議院の総議員
の3分の2以上の賛成と国民投票における
過半数の賛成が必要であり、実現のため
のハードルはきわめて高い。日本を取り
巻く現実の安全保障環境への対応と憲法
第9条による制約をどう整合させるかは、
日本の安全保障政策を考えるうえで今後
も避けて通れない論点である。

安全保障に関する憲法解釈の
確立から平和安全法制へ

本節では「憲法と防衛」というテーマに
ついて、現在地にいたる経緯を、50年代
半ばから安倍晋三政権期までを3つの段階
に分けて見ていくことにしよう。ただし、
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憲法制定から50年代半ばに安全保障に関
する政府の憲法解釈が確立するまでの紆
余曲折については、煩雑なので省略する。

（1）冷戦期

第一の段階は、安全保障に関する政府の
憲法解釈が確立してから、冷戦終結まで
の時期である。

1954年12月22日の衆議院予算委員会にお
いて、当時の鳩山一郎政権は、憲法第9条
に関する次のような説明を行った。

「憲法は自衛権を否定していない。
自衛権は国が独立国である以上、
その国が当然に保有する権利で
ある。（中略）憲法は戦争を放棄
したが、自衛のための抗争は放
棄していない。（中略）憲法第9
条は、独立国としてわが国が自
衛権を持つことを認めている。
従って、自衛隊のような自衛の
ための任務を有し、かつその目
的のため必要相当な範囲の実力
部隊を設けることは、何ら憲法
に違反するものではない」

実はこれに先立つ1950年8月10日に、自
衛隊の前身である警察予備隊が創設され
ていた。この年の6月25日から朝鮮戦争
が始まると、日本に駐留していた米国極
東軍の部隊が国連軍として朝鮮に投入さ
れた。その結果、日本国内の治安維持の
ための実力部隊が不足し、その穴埋めと
して GHQ の命令によって急遽実力組織
が創設された。一方、この新組織は「軍
隊」ではなく、あくまで「警察予備隊」
であって、「警察力の延長」との説明がな

された。ここに、憲法第9条の極端な解釈、
すなわち文字通り一切の実力部隊を保持
しない、としておくのでもなければ、憲
法第9条を改正し、明確に再軍備を宣言す
るのでもない、第三の道がとられること
になる。すなわち、憲法第9条を維持した
ままでの、なし崩し的な再軍備である。

軍事力で国策を誤った第二次世界大戦の
記憶が日本社会に鮮明に残るなか、憲法
第9条の改正は不可能であった。一方、東
西冷戦が激化するにつれ、米国は日本の
再軍備を強く促すようになり、また日本
国内でも、改進党のような保守政党が再
軍備を求めていた。こうした事情のあい
だの均衡点が、1954年の政府解釈であっ
た。なお西ドイツの場合も、この翌1955
年に NATO 加盟とセットでドイツ連邦軍
が創設されている。

1954年の政府解釈のポイントは、憲法第
9条が陸海空軍その他の「戦力」を保持し
ないとしていることと、当時既に存在し
ていた自衛隊という実力組織との整合を
どう図るか、にあった。日本政府は、両
者の整合をとるために、戦力とは異なる
ものとして「自衛のための必要最小限の
実力」という概念を編み出した。自衛隊
が戦力であれば、憲法第9条に違反する。
しかし自衛隊は戦力ではなく、自衛のた
めの必要最小限の実力組織でしかないか
らその存在は合憲である。こうした説明
によって、自衛隊という実力組織の合憲
性が確保された。

それでは、「自衛のための必要最小限の実
力」とは、具体的には何を意味するのか。
これは、「自衛のための必要最小限を超え
るもの」との比較で説明される。
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後述の展開に沿って説明するならば、自
衛のための必要最小限を超えるものの一
つは、海外において、自衛以外の目的、
たとえば国連の枠組みでの活動において、
武力を行使することである。

もう一つは、集団的自衛権の行使である。
これは、自衛のための必要最小限という
概念を、国際法上の個別的自衛権と集団
的自衛権の違いと意図的に紐づけたうえ
で、前者は必要最小限の範囲にとどまる
が後者はそれを超える、とする考え方を
前提とするものである。これは北大西洋
条約第5条が「一又は二以上の締約国に対
する武力攻撃を全締約国に対する攻撃と
みなす」としていることとは大きく異なる。

こうして、海外で自衛以外の目的で武力
を行使したり、自衛の目的であっても集
団的自衛権を行使したりしないことが、
自衛隊が自衛のための必要最小限の実力
組織であり、憲法第9条が保持することを
禁止する「戦力」に該当しない証拠とさ
れたのだった。

一方、そもそも自衛隊を海外に派遣した
り、あるいは集団的自衛権を行使したり
することが必要な局面は、冷戦時代には
ほとんどなかった。

日本は1951年9月8日に米国とのあいだ
で日米安全保障条約を結んだ。同条約は
1960年1月19日に改定されて今日にいたっ
ている。日米安保条約の建てつけは、「物
と人との協力」と表現される。日本は米
国に対して「物」、すなわち日本国内の基
地を差し出し、米国は日本に対して「人」、
すなわち日本のために戦う米兵を差し出
す。つまり日米安保条約の根本的な建て
つけは、在日米軍基地の存在を中核とす

る、「日本による米軍への基地提供」と「米
国による日本防衛」の交換である。

冷戦時代には、同条約に基づく米軍への
基地提供こそ、日本の西側陣営への貢献
の中核であった。日本の安全保障政策の
基本は、米軍に基地を提供しつつ、敗戦
後の武装解除によってゼロになってしまっ
た防衛力を漸進的に再建していくことで
あった。そして計4回にわたる5か年防衛
力整備計画と、1970年代にそれを改編し
た「防衛計画の大綱」（現・国家防衛戦
略）の下、防衛力整備を進めていくこと
になる。

一方、冷戦時代の日本国内では東西冷戦
を反映したイデオロギー対立が深刻で、
長らく野党第一党の座にあった日本社会
党は、日本の非武装中立を主張してい
た。日本社会のなかには自衛隊の存在を
憲法違反とする見方も根強く、安全保障
政策の些細な変更であっても「日本軍国
主義の復活」と結びつけられることにな
りかねなかった。自衛隊の海外派遣や集
団的自衛権の行使などは論外とみなされ
ていた。そして、防衛予算対 GNP 比1%
枠（1976年11月5日に閣議決定。1986年
12月30日の閣議決定で撤廃されたが、そ
の後もほぼ1% 程度で推移している）や、
反撃能力保持を抑制する「専守防衛」原
則（相手から攻撃を受けてはじめて武力
を行使し、その場合も必要最小限の武力
行使にとどめるとの姿勢を指す。1955年
7月5日の杉原荒太防衛庁長官の国会答弁
が初出とされる）といった厳しい制約も
課されることになる。
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（2）PKOと「テロとの戦い」

第二の段階は、冷戦終結後に日本が国際
平和協力に参画していく時期である。

冷戦期の状況を変化させるきっかけとなっ
たのは、冷戦終結後の1990年から1991年
にかけての湾岸危機・湾岸戦争であった。
中東クウェートに侵攻したイラク軍を撃
退するための国連決議に基づく多国籍軍
の活動に対し、日本の貢献が主に財政支
援にとどまったことについて、国際社会
から厳しいまなざしを向けられたからで
ある。日本は、ドイツがペルシャ湾に掃
海艇を派遣したことに刺激されて自らも
掃海艇の派遣を決断し、ようやく一定の
評価を得た。

そこで、侵略でも自衛でもない、国際平
和協力という分野で、憲法第9条の制約
下で日本に何ができるのかについての議
論が進んだ。その結果、1992年6月19日、
自衛隊が国連の平和維持活動（PKO）に
参加することを可能とする国際平和協力
法（PKO 法）が制定され、実際に同年9
月17日から自衛隊がカンボジア PKO に派
遣された。

自衛隊の PKO 参加が合憲である論拠とし
て、与党・自由民主党内では「小沢理論」
と呼ばれる考え方が当初検討されていた。
小沢理論とは、1991年2月20日に小沢一
郎元幹事長を会長とする自由民主党の調
査会が、自衛隊の国際平和協力に関して
発表した答申のなかで示した考え方であ
る。この答申は、憲法第9条第1項は侵略
戦争の放棄を規定したものであって、「国
連の枠組みでの武力行使」を放棄してい
ないので、自衛隊が国際平和協力におい
て武力を行使しても、第2項の戦力不保持

規定に反しないと主張した。

しかし、結局日本政府は、自衛隊の PKO
参加が合憲であることの論拠を、小沢理
論ではなく、伝統的な「自衛のための必
要最小限の実力」という考え方に求めた。
1992年4月28日、工藤敦夫内閣法制局長
官は国会で、自衛隊の PKO 参加によって

「我が国が武力行使をするとの評価を受け
ることはございません」と述べ、したがっ
て「憲法の禁ずる海外派兵に当たるもの
ではない」と答弁した。逆に言うと、国
際平和協力は自衛ではないから、そこで
の武力行使は憲法違反となる。

ここから、いわゆる「武力行使との一体化」
論が生じる。自衛隊が PKO 参加などを通
じて海外で活動する場合、自衛隊と同じ
活動に従事している他国の軍隊に補給や
輸送といった支援をおこなう場合がある
だろう。そうした活動自体は武力行使で
はない。しかし、他者による武力行使へ
の関与の密接性等から、我が国も武力を
行使したとの法的評価を受ける場合があ
り得る。その場合、つまり他国の軍隊が
武力を行使しており、自衛隊の活動が当
該軍隊への密接な関与を通じてその軍隊
の武力行使と事実上「一体化」する場合
には、そのような活動をおこなうことは

「憲法第9条により許されない」のである。

その後2001年9月11日に発生した米国同
時多発テロ事件を受けた「テロとの戦い」
の文脈で、自衛隊はインド洋やイラクに
派遣された。ドイツが国際治安支援部隊

（ISAF）に参加したのに対し、自衛隊が
従事したのは、有志連合軍への補給支援
やイラクでの人道復興支援・安全確保支
援といった、武力行使以外の活動である。
そしてここでは自衛隊自身が武力を行使
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しないことに加え、自衛隊が活動できる
範囲自体が、「非戦闘地域」に限定された

（具体的な派遣先はイラクのサマワなど）。
自衛隊が活動するのは武力行使がおこな
われる「戦闘地域」とは一線を画した「非
戦闘地域」なのだから、そこでの活動は
他国軍の武力行使とは「一体化」しない、
といえる必要があったからである。

（3）集団的自衛権行使の限定容認

第三の段階は、平和安全法制制定にいた
る時期である。

日本は湾岸戦争後、憲法第9条と何とか折
り合いをつけながら、自衛隊の PKO 派遣
や「テロとの戦い」への参加を実現させ
てきた。

一方、近年日本を取り巻く安全保障環境
は厳しさを増していく。中国が覇権主義
的な行動をとるようになり、また北朝鮮
も核・ミサイル能力を向上させている。
ここで問題となってくるのが、日本が長
らく集団的自衛権の行使を自衛のための
必要最小限を超えるものとみなしてきた
ことである。そうすると、たとえば、日
本の防衛のために日本周辺で活動中の米
軍が第三国から攻撃されても、自衛隊は
自らが攻撃されない限り反撃できないと
か、第三国が米国に対して発射した弾道
ミサイルを、日本は能力があるにもかか
わらず迎撃できないといったことなどが、
問題とされるようになってきた。

日本では従来、自衛権の発動に際しては
「日本に対する武力攻撃が発生した場合」
という要件を課していた。つまり、個別
的自衛権の行使しか認めないということ

である。これに対し安倍政権は、2014年
7月1日に、従来のものに代わり、「我が
国と密接な関係にある他国への武力攻撃
が発生し、これにより我が国の存立が脅
かされ、国民の生命、自由及び幸福追求
の権利が根底から覆される明白な危険が
ある」ことを新たな要件とすることを閣
議決定した。これにより、集団的自衛権
の行使に道が開かれることになった。

ただし、ここで集団的自衛権行使が容認
されるのは、日本と密接な関係にある他
国への攻撃が発生したというだけでは足
りず、それにより「我が国の存立が脅か
され、国民の生命、自由及び幸福追求の
権利が根底から覆される明白な危険」が
ある場合（「存立危機事態」）に限られる。
集団的自衛権の行使にこのような制約が
課されているのは、依然として「自衛の
ための必要最小限の実力のみ保持できる」
という憲法解釈が維持されているからで
ある。つまり、集団的自衛権の行使に制
約を課すことによって、「自衛のための必
要最小限」という一線を守る、という建
てつけになっているわけである。

2014年の閣議決定にもとづき、2015年9
月19日に平和安全法制が制定された。同
法制は、存立危機事態における集団的
自衛権の行使を認めた。また同法制は、
PKO 参加の拡充なども定めている。これ
により、PKO での自衛隊の活動可能な地
域について、それまでの「非戦闘地域」
といった地理的制約が廃止され、「他国が
現に戦闘行為を行っている現場ではない
場所」とされた。

ただ、こうした変化にもかかわらず、従
来の「自衛のための必要最小限の実力の
み保持できる」とか、「武力行使との一体
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化を認めない」といった憲法解釈自体は
何も変わっていない。集団的自衛権の行
使の限定容認は、まさに「限定」するこ
とによって、日本が行使できる集団的自
衛権が「必要最小限」の範囲内にあるこ
とを示すものである。PKO で自衛隊が活
動可能な地域を「他国が現に戦闘行為を
行っている現場ではない場所」とするのは、
たしかに従来の「非戦闘地域」という制
約よりも緩やかではあるものの、依然と
してそこでの自衛隊の活動は「武力行使
との一体化」ではないということを保証
しようとするためである。

憲法と防衛をめぐる現状と 
課題

前節までに見た変化にもかかわらず、日
本社会の一部には未だに自衛隊を違憲の
存在と見る向きがある。また、自衛隊が
合憲であることを認めるにしても、その
ためには前節までに見たような複雑な論
理を追わなければならない。そうであれ
ば、憲法改正によって自衛隊の存在を憲
法典上明記すればよい、との主張が主に
保守層から提起されている。

岸田文雄首相下の与党・自由民主党は、
2022年7月の参議院選挙で憲法改正を公
約に掲げて勝利した。ただ一口に憲法改
正といっても様々なパターンが考えられ
る。2018年3月26日に自由民主党がとり
まとめた憲法改正案は、現行の第9条第1
項・第2項およびその解釈は維持するとし
ている。そのうえで、新たに自衛隊の保
持を明記した条項を追加するとした。

たしかに、平和安全法制によって、憲法
と防衛の関係をめぐる問題がすべて解消

されたわけではない。「自衛のための必
要最小限の実力のみ保持できる」という
憲法解釈をとる限り、必ずどこかで「こ
こより内側が必要最小限」という「一線」
を引き続けなければならない。

集団的自衛権の行使についていうと、平
和安全法制でなされたのはその「限定」
容認である。そのため、たとえば第三国
から日本国外（米国の領土や洋上に展開
する米軍部隊）を標的として発射された
ミサイルを日本が迎撃できるかどうかは、
法的解釈として判然としないとの見方を、
安全保障専門家の神保謙は示している。
また、「武力行使との一体化」論も依然と
して維持されているので、国際平和協力
などにおいても、自衛隊が活動可能な地
域は「他国が現に戦闘行為を行っている
現場ではない場所」とする線引きは持続
している。ただ、このような線引きが実
際のオペレーション上有効かについては
意見が分かれるだろう。

一方、憲法改正によって新たに自衛隊の
保持を明記した条項を追加する場合でも、
第2項を維持する限り、結局は「自衛隊」
が第2項の「戦力」に該当するか否かが
引き続き論点となるので、これは従来の
政府解釈を憲法典での記載に格上げする、
という趣旨だと考えられる。もちろんそ
れ自体は意味のないことではないが、そ
のことと、反対運動にともなう混乱や第
9条改正案が国民投票で否決されるリスク

（そうなれば、自衛隊の正当性が傷つくと
ともに、長期間にわたって憲法改正は望
めなくなるだろう）とを比較考量しなけ
ればならないといった課題も残されるで
あろう。
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おわりに

本稿で見たように、安全保障に関する政
府の憲法解釈が確立した50年代から現在
までの経緯については、3つの段階に分け
て考えることができる。

第一の段階は、冷戦終結までの時期であ
る。冷戦時代には、日米安保条約に基づ
いて日本が米軍に日本国内の基地を提供
すること自体に大きな意味があり、「自衛
のための必要最小限の実力のみ保持でき
る」という憲法解釈の下、漸進的な防衛
力整備を進めることだけで、西側陣営内
での役割を果たしているとみなされてい
た。逆に、安全保障政策でそれ以上の対
応をとることは、国内の激しいイデオロ
ギー対立によって不可能であった。

第二の段階は、湾岸戦争以後、日本が国
際平和協力に関与していく時期である。
ただし、自衛隊による PKO や「テロとの
戦い」への参加が合憲であることの論拠
は、やはり「自衛のための必要最小限の
実力」という概念に求められた。

第三の段階は、東アジアの安全保障環境
が厳しさを増すなかで、平和安全法制の
制定にいたる時期である。同法制の制定
により、集団的自衛権の行使や PKO 参加
の拡充などが可能となった。ただ、依然
として「自衛のための必要最小限の実力
のみ保持できる」とする憲法解釈は持続
している。

安全保障に関する憲法解釈の複雑さや限
界などから、憲法改正論には一定の支持
がある。一方、冒頭で述べたように、憲
法そのものの規定によって憲法改正実現

のハードルは高く設定されている。近い
将来、憲法改正が実現するかは見通せない。

そうした状況において、憲法改正によら
ずとも、「自衛のための必要最小限の実力
のみ保持できる」とする伝統的な憲法解
釈を変更すべきだとの見解もある。つま
り、憲法第9条は侵略戦争を禁じている
にすぎず、国際法上認められた自衛権の
行使や、国連憲章に基づく集団安全保障
措置における実力の行使を制限するもの
ではない、との解釈をとるべきだとする
考え方である。ただ、この考え方も、第
9条第1項の日本語の理解として適切かど
うかについては、憲法学者の阪本昌成が
問題提起している。

戦後日本における憲法と防衛の関係をめ
ぐる最大のポイントは、「必要最小限」と
いう概念にある。今後日本が自国を取り
巻く安全保障環境に照らして、「必要最小
限」という概念をどのようにとらえ、整
理するかが焦点であるといえよう。
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